
 

 

 
 

 

 

令和５年９月１日 （金 ）～１ ２月１５日 （金 ） 
 

 

高校分１０名 大学分７０名 
 
 

 

（１）申し込み時点で、以下のいずれかの貸付を受けているまたは受ける予定（申請中）である 
① 東京都育英資金（高校分） 

② 日本学生支援機構第一種奨学金 

③ 足立区育英資金貸付（大学分） 

（２）申し込み時点で、生計維持者（注 1）が足立区に引き続き６カ月以上居住している 
  （注 1）生計維持者とは、原則あなたの父母になります。詳しい情報は日本学生支援機構ホームページに記載

の「生計維持者について」をご確認ください 

（３）学校教育法に規定する高等学校等または確認大学等（注 2）に在学中または令和６年４月 

  に入学予定であり、中学校・高等学校等を卒業後２年以内に進学（２浪まで可）している

こと。（進学先未定でも申し込み可） 

  （注 2）確認大学等とは、国または地方公共団体から対象となることの確認を受けた大学・短期大学・高等専

門学校・専修学校（修業年限２年以上）等 

（４）申し込み時までの在学校の学業成績が５段階評価で平均 3.5 以上である 

（５）足立区給付型奨学金を受けていない 

（６）足立区育英資金（大学分）「一部償還免除枠」採用者として奨学金を借りていない 
※ 「一部償還免除枠」の募集は、令和元年度にて終了しました。 

 

 
（１）進学校または在学校を正規の修業年限で卒業すること。 

（２）卒業後１０年以内に、足立区に２年度分以上住民税を納付すること。 

ｑ 

対象の奨学金の借入総額の半額（上限１００万円） 

※ 借入総額の一例：足立区育英資金貸付（大学分）と日本学生支援機構第一種奨学金の両方をご利 
用されている方は、両方を合算します。  

※ 
 
 

  以下の提出書類（１）については、学務課窓口で配布するほか、区のホームページからもダウンロ

足立区奨学金返済支援助成 募集要項 

1 募集期間 

２ 募集人数 

３ 応募資格（すべてに該当する方） 

６ 提出書類 

５ 助成額 

４ 助成条件 

令和 5年度 



ードできます。足立区ホームページ「奨学金返済支援助成」で検索してください。 

（１）足立区奨学金返済支援助成申請書（両面印刷） 

   記入例を参考にして記入してください。 

（２）成績等を証明する書類（学校発行の成績証明書・調査書等） 

ア 成績の期間について（申込時の学年別） 

（例１）高校３年生 ：高校１～３年１学期までの成績 

（例２）浪人生   ：高校３年間の成績 

（例３）大学２年生 ：大学１年次または、１～２年の前期までの成績 

（例４）大学１年生 ：高校３年間の成績 

イ 成績の換算について 

成績の換算方法については、以下の表を参考にしてください。 

※ 単位不認定、不合格については１点とします。 

① ５段階評価による換算 

ＡＢＣ制    換算成績 
Ａ  ５点 
Ｂ  ４点 
Ｃ 

 

３点 
Ｄ  ２点 

Ｅ(不合格)   １点 
 

② 優良可制の評価による換算   ③ ４段階評価による換算 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

優良可制  換算成績 

秀  ５点 

優  ４点 

良 
 

３点 

可  ２点 

不可(不合格)  １点 

ＡＢＣ制  換算成績 

Ａ  ５点 

Ｂ 
 

３.67 点 

Ｃ  ２.33 点 

D(不合格)  １点 

ＡＢＣ制  換算成績 

Ａ  ５点 

Ｂ  ４．２点 

Ｃ 
 

３．４点 

Ｄ  ２．６点 

Ｅ  １．８点 

Ｆ(不合格)  １点 

④ ６段階評価による換算 



 

 

 

 

 

【回答１】５段階評価で換算（Ｓ:５、A:４、B:３、C:２、D:１、E は除外） 

・ Dは不合格/単位不認定で、１点として計算する。 

・ Eは評価不能のため除外する。 

➡ 評価がつくＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Dの５段階で換算を行う。 

【回答２】５段階評価で換算（Ｓ:５、A:４、B:３、C:２、D:1、E:除外） 

・ 点数幅はあるが評価不能以外の S～Dで評価する。 

【回答３】科目数で計算する。 

例えば次の場合は 3科目で計算する。 

科目 単位数 成績（５段階評価） 

数学ⅠＡ ２単位 成績５ 

数学ⅡＢ ２単位 成績３ 

英語 １単位 成績１ 

５点＋3点＋1点＝9点 ➡ 9点÷3 科目＝3点となる 

 

 

【質問１】次のように成績をつけているが、どのように計算すべきか。 

S:100～90点 A:89～80点 B:79～70点 C:69～60点  

D:59～0（不合格／単位不認定) E:評価不能(単位不認定) 

【質問３】成績は単位数と科目数どちらで計算すべきか。 

【質問２】次のように成績をつけているが、どのように計算すべきか。 

S:100～96 点 A:95～80 点 B:79～70点 C:～60点 

D:59～0（不合格／単位不認定) E:評価不能(単位不認定) 

※ 質問１との違い：S、Aの点数幅が異なる。 



 

（３）令和５年度住民税課税証明書（本人及び生計維持者※扶養されている方は必要ありません） 

※ ただし、令和５年１月１日現在、足立区に住民登録があり、住民税の 

申告をしている場合は提出不要 

※ 令和 5年１月２日以降に足立区に転入された方は、前住所地で取得してください。 

※ ３カ月以内に発行したもの 

※ 審査のためには、本人及び生計維持者（原則父母）の住民税額情報が必要です。課税され 

る所得がない方（被扶養者として申告済の方・生活保護の方は除く）も、所得がない旨の住 

住税の申告が必要です。 

（４）奨学金を申請している証明または決定している証明 

申込者の奨学金の種類や状況により、提出していただく書類が異なりますので以下をご確認
ください。 

 

① 東京都育英資金 

借入状況 提出書類 
助成対象者として決定後 

の提出書類 ※６ 

借入中 貸付決定通知書の写し※１  

予約採用 
中学 
３年生 

足立区立中学校

に在学 
省略※２  

私立中学校また

は足立区外の 

中学校に在学 

採用候補者決定通知書の写し 
貸付決定通知書の写し※７ 

進学を証明する書類の写し 

 

② 日本学生支援機構第一種奨学金 

借入状況 提出書類 
助成対象者として決定後 

の提出書類 ※６ 

借入中 奨学生証の写し※３  

予約採用 
高校３年生 採用候補者決定通知書の写し※４ 

奨学生証の写し ※３ 

進学を証明する書類の写し 

 

③足立区育英資金    

 提出していただく書類はありません。※５ 
 

※１ 「貸付決定通知書」は、東京都私学財団が発行し、在学校を通じて配付されます。 

※２ 申請または決定していないことが判明した場合は、申し込みが無効となります。 

※３ 「奨学生証」は日本学生支援機構が発行し、在学の大学等を通じて配付されます。 

※４ 「採用候補者決定通知書」は日本学生支援機構が発行し、在学の高校を通じて配付されます。 

※５ 「足立区育英資金」を借入れていること。借入れていないことが判明した場合は、申し込みが 

無効となります。 

※６ 足立区奨学金返済支援助成の助成対象者となった場合、提出を依頼します。 

※７ 「貸付決定通知書」は、東京都私学財団が発行し、進学校を通じて配付されます。 

 



● 高校３年生で大学分（日本学生支援機構第一種奨学金）と高校分（東京都育英資金）両方

について足立区奨学金返済支援助成を申し込む方 

前記の提出書類について、以下のとおり提出してください。 

・ 提出書類（１）足立区奨学金返済支援助成申請書は、両方の奨学金について記入してください
（別紙見本を参照）。 

・ 提出書類（２）と（３）は、それぞれ用意する必要はありません。 

・ 提出書類（４）は、それぞれ該当する奨学金の『奨学金を申請しているまたは決定している証
明』をご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集期間 
９/1（金）～12/15（金） 

申し込み方法は「８ 提出締切日・提出方法・提出先」参照 

 

書類審査 足立区育英資金審議会において審議します。※助成対象者決定 

 

結果通知 令和６年３月上旬頃（予定）発送。 

 

修学（予約採用の方は入学） 

 

正規の修業年限で卒業 
卒業する年度末に、卒業証明書および奨学金の借入総額の証明等の提

出を依頼します。 

 

２年度分足立区に住民税納付 
卒業後、１０年以内に２年度分の納税証明書を提出していただきます。 

（提出受付期間は、毎年４月～９月末日。郵送または窓口持参。） 

 

助  成 

７ 申し込みから助成までの流れ（概要） 



 

 

 

（１）提出締切日：１２月１５日（金） 

・窓口 提出締切日の午後５時まで厳守 

・郵送 提出締切日必着 

（２）提出方法・提出先 

学務課窓口に持参または郵送。郵送の際は、以下の「郵送で申請を行なう場合の注意点」

をお読みの上、お申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
足立区教育委員会 学務課助成係（区役所南館５階） 
ＴＥＬ ０３－３８８０－５９７７(直通)  

【午前８時３０分から午後５時まで（土・日曜日・祝日を除く）】 

● 窓口  

足立区役所南館５階 学務課窓口に持参  

【午前８時３０分から午後５時まで（土・日曜日・祝日を除く）】 

● 郵送 

以下のあて先に郵送 
  

    〒１２０－８５１０ 足立区中央本町１－１７－１ 

足立区教育委員会 学務課 助成係 育英資金担当 

 

～ 郵送で申請を行なう場合の注意点 ～  ※必ずお読みください。 

・ 期限後に到着した書類は受け付けられません。締切日が近い場合は、郵送ではなく、窓口

での申請をお願いします。 

・ 郵送で申請を行なう場合は、提出前チェックシートにて確認の上、不備なく申請書類を揃

えてください。 

・ 書類が期日までに提出されても、不備があり、訂正が提出締切日までにできない場合は、

申請を受け付けませんのでご注意ください。 

・ 郵送事故などご不安な方は、簡易書留やレターパック等の送付記録が残る郵便種別で送付

してください。郵送事故での期限後の申請は受け付けません。 

・ 郵送料は、ご本人負担でお願いいたします。切手の料金不足の場合は受け取りできません。 

８ 提出締切日・提出方法・提出先 

９ 問い合わせ先 

 この募集で取得した個人情報は、奨学金返済助成事務以外には利用しません。また提出してい

ただいた申請書および書類は返却しません。 

 


